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桂坂体育振興会会則 

第１条＜名称及び事務所＞ 

   本会は、桂坂体育振興会と称す。 

第２条＜目的＞ 

   本会は、体育の振興と会員相互の親睦に努め、健康で明るい町づくりに寄与する事

を目的とする。 

第３条＜組織＞ 

   本会は、桂坂学区民によって組織し、桂坂連合会の各地域自治会を支部とする。 

第４条＜事業＞ 

   本会は、第２条の目的を達成する為に、次の事業を行う。 

（１） 体育指導と親睦に必要な行事を行う。 

（２） 地域対抗の競技大会を開催。 

（３） 上部団体の事業への参加。 

（４） その他、本会の目的達成に必要な事業。 

第５条＜役員＞ 

   本会に次の役員を置く。 

     会  長    １名         副 会 長      5～８名 

     会  計    １名         会計監査      １名 

     総務部長    １名         総 務 部      若干名 

     事務局長    １名         事 務 局      若干名 

     指導部長    数名         運営委員      数名 

     京都市スポーツ推進委員   ４名 

第５条＜支部委員＞ 

   本会に、支部委員を置く。 

     支部長     １名         体育委員    ４名以上 

第７条＜役員の任務＞ 

   会  長 ： 本会を代表し、会務を統括する。 

   副 会 長 ： 会長を補佐し、会長の事故あるときは会務を代行する。 

   会   計 ： 本会の財政を司り、会務の実施にあたる。 

   会計監査 ： 本会の会計を監査する。 

   総務部長 ： 本会の総務を統括し、事業の遂行にあたる。 

   総  務 ： 総務部長を補佐し、事業の遂行にあたる。 

   事務局長 ： 本会の事務を統括し、事業の遂行にあたる。 

   事 務 局 ： 事務局長を補佐し、事業の遂行にあたる。 

   指導部長 ： 指導部を統括し、事業の遂行にあたる。 

   運営委員 ： 体育指導を分掌する。 

   京都市スポーツ推進委員 ： 京都市及び西京区の体育振興会の事業に参画する。 

第８条＜支部委員の任務＞ 

   支 部 長 ： 支部（自治会）を代表し、会務の実行にあたる。 

      体育委員 ： 支部（自治会）の事業参加者を掌握し、事業の遂行にあたる。 
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第９条＜役員の任期＞ 

   役員の任期は、原則として２年とするが、再選は妨げない。但し新役員が決定され 

   るまでは任務を継続しなければならない。 

第１０条＜支部委員の任期＞ 

   支部長は各支部の推薦による。体育委員は２年を任期とし、隔年に１名ずつの交替

とする。但し再選は妨げない。 

第１１条＜役員の選出＞ 

   役員は総会で決定し、役員の合議により任務を決定する。 

第１２条＜支部委員の選出＞ 

   支部長、体育委員は各支部が推薦し総会で承認する。 

第１３条＜機関＞ 

   本会に次の機関を設ける。 

     役員総会 ： 全役員、支部委員をもって構成する。 

     本部役員 ： 全役員をもって構成する。 

     協 議 会 ： 全役員及び支部長をもって構成する。但し支部長は体育委員に 

            委任することが出来る。 

     指導部会 ： 指導部長、運営委員、体育委員及び京都市スポーツ推進委員を 

            もって構成する。 

第１４条＜機関の召集＞ 

   役員総会、協議会、本部役員は会長が必要と認めたときに召集することができる。 

第１５条＜指導部の召集＞ 

   指導部長が必要と認めたとき召集することができる。 

第１６条＜役員総会＞ 

   本会の最高決議機関であって、次の事項を決定する。 

（１） 年次事業計画 

（２） 予算、決算 

（３） 会則の改廃 

（４） 役員の改選 

（５） その他重要事項 

第１７条＜役員総会の議決＞  

   役員総会の議決は、出席者の過半数をもって決定する。 

第１８条＜協議会＞ 

   協議会は本会の運営機関であって、運営に関する基本事項を決定する。 

第１９条＜本部役員会＞ 

   本会の中枢機関であって、運営及び事業に関する基本的事項を決定する。 

第２０条＜指導部会＞ 

   事業の遂行機関であって、事業の遂行に必要な事項を協議決定する。 

第２１条＜事業の協力者＞ 

   事業の運営を円滑に進めるため、必要に応じ Special Partner （スペシャル・ 

パートナー）を置くことができる。   
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第２２条＜慶弔金等＞ 

   慶弔事に関し必要な事項を定め、次に掲げる金品を贈る。 

    （１）役員の結婚。             御祝い金 金 10,000円 

    （２）役員の死亡              弔慰金  金 20,000円  

    （３）体育委員の死亡            弔慰金  金 10,000円  

    （４）役員・体育委員の配偶者の死亡。    弔慰金  金 10,000円  

    （５）役員（２年以上在籍）の第一等親族の死亡。 

                          弔慰金  金 10,000円  

（６）役員（２年未満在籍）の第一等親族の死亡。 

                     弔慰金   金 5,000円  

（７） 体育委員（２年以上の在籍）の第一等親族の死亡。 

                      弔慰金  金 10,000円  

（８） 体育委員（２年未満の在籍）の第一等親族の死亡。 

                      弔慰金   金 5,000円  

（９） 西京区体育振興会連合会役員及びスポーツ推進委員の死亡。 

                      弔慰金  金 10,000円  

（１０）事故等により入院した場合、会長・副会長で協議決定する。 

（１１）その他、特に会長・副会長で必要と認めた場合。 

第２３条＜会計＞ 

   本会の事業費用及び経費は、桂坂自治連合会からの助成金、京都市からの交付金、 

   寄付金及びその他の収入をもって賄う。 

第２４条＜会計年度＞ 

   本会の会計年度は、毎年４月１日より始まり、翌年３月３１日をもって終了する。 

 

 

           付   則 

        この会則は、  平成２年４月１日から施行する。 

        一部改定補足し、平成５年４月２９日より実行する。 

        一部改定補足し、平成９年４月１５日より実行する。 

        一部改定補足し、平成１２年４月２３日より実行する。 

        一部改定補足し、平成１６年４月２５日より実行する。 

        一部改定補足し、平成２４年４月２２日より実行する。 

 一部改定補足し、平成２５年４月２１日より実行する。 

 一部改訂補足し、平成２６年４月２７日より実行する。 

 


